
（平成２３年２月２３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 37 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 31 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 25 件

国民年金関係 7 件

厚生年金関係 18 件

年金記録確認北海道地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



北海道国民年金 事案 1895 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 53年１月から同年３月まで 

             ② 平成４年７月及び同年８月 

申立期間①について、私は、Ａ市役所で国民年金保険料を納付する際、納

め忘れがないか必ず確認して納付していた。 

また、申立期間②について、私は、その当時、厚生年金保険被保険者の同

月喪失の月は、国民年金保険料を納付しなければならないことを知らされて

おらず、平成 18 年に市役所及び社会保険事務所（当時）の窓口で抗議を行

ったが、相手にされなかった。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44年 12月頃から 57年５月頃まで、Ａ市でＢ店を経営して

おり、申立期間①前後の期間に住所等の変更も無く、生活状況に変化があった

ものとは認められない上、申立期間①の前後の期間については国民年金保険料

を納付していることから、申立期間①の保険料のみ納付できない事情もうかが

えない。 

しかしながら、申立期間②については、平成９年 12 月５日に国民年金被保

険者資格期間として追加されたものであり、当該期間当時は国民年金に未加入

であった上、申立人が所持する国民年金保険料領収証書に当該期間の領収印が

無いことから、当該期間の保険料は納付されなかったものと考えられる。 

また、申立人は、平成４年８月に厚生年金保険被保険者資格を取得し、同月

中に同被保険者資格を喪失したため、制度上、同年８月の国民年金保険料を納

付する必要があるところ、申立人は、当該月の国民年金保険料を納付しなけれ



ばならないことを知らず、保険料を納付していないとしている。 

さらに、申立人が、申立期間②の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間②の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含め総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和

53 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納付していたもの

と認められる。 



北海道国民年金 事案 1896（事案 1025の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47年 11 月から 49年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 11月から 49年３月まで 

私は、申立期間当時、Ａ市においてＢ店を経営していた。そのＢ店の経理

を私の妹が行っていた。その妹は、店の経理以外にもその店の各種の支払い

もしてくれており、当時の経済状況を知っているので、私が納付していた申

立期間に係る私の国民年金保険料について証言をしてくれるはずである。 

申立期間の国民年金保険料を納付していた事実を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、当初は昭和 45年７月から 49年３月まで

の申立期間であったところ、ⅰ）申立人は、申立期間について３か月ごとに

3,600円ぐらいの国民年金保険料を納付したと主張しているが、申立期間当時

の保険料額とは大きく異なっていること、ⅱ）申立人が所持する国民年金手帳

には、43年５月１日に被保険者資格を喪失し、47年 11月 16日に同資格を再

取得したことが記録されており、申立期間のうち 45年７月から 47 年 10月ま

での期間は、納付書が発行されることはなく、納付書により保険料を納付する

機会は無かったものと考えられることから、既に当委員会の決定に基づく平成

21年５月 26日付けで年金記録の訂正は必要ないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付を示す新たな根拠として、

申立人の妹から当該期間の保険料の納付について証言が得られるので、再度申

立てを行ったとしており、その妹から聴取したところ、「姉は、仕事熱心で真

面目であり、Ｂ店の各種支払い等についても、几帳面
きちょうめん

で滞ることはなく支払っ

ていた。申立期間当時、姉は経済的に安定していたので保険料は納付できたと

思う。」と述べている。 



また、本来、申立人の国民年金被保険者資格の再取得日は、昭和 45 年７月

１日であるところ、47 年 11 月 16 日に同被保険者資格を再取得したことにな

っていることから、申立人の、「引っ越しをした昭和 47年 11月頃、国民年金

の再加入手続をした。」とする説明に不自然さはなく、その時点から国民年金

保険料の納付書が交付され、保険料を納付することが可能であったと考えられ

る上、上述の妹の証言にもあるように、真面目で几帳面で経済的にも安定して

いたと思われる申立人が申立期間の保険料を納付していたとしても不自然で

はない。 

さらに、申立期間の国民年金保険料額について、申立人は明確な記憶はない

が、当委員会の口頭意見陳述で、「申立期間の保険料は３か月ごとに納付して

いたが、納付が遅れて２期分を納付したこともあった。」と述べており、申立

期間のうち、昭和 47 年 11 月から 48 年 12 月までの期間の２期分の保険料は

3,300円であり申立人の主張していた申立期間の保険料額 3,600円とほぼ一致

する。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



北海道国民年金 事案 1897 

 

第１  委員会の結論 

申立人の昭和 60年４月から 61年３月までの期間及び 61年４月から 62年３

月まで期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められること

から、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60年４月から 61年３月まで 

             ② 昭和 61年４月から 62年３月まで 

私は、結婚を契機に国民年金に加入し、私と私の夫の国民年金保険料につ

いては、自宅に自営業の売上代金を集金に来ていた金融機関の担当者に保険

料を渡し、納付してもらっていた。 

「国民年金納付状況書」が送付されてきて、私の納付記録は、申立期間①

の保険料は免除期間となっていることを知り、社会保険事務所（当時）に調

査を依頼したところ、当該期間のほかに、申立期間②の保険料の納付も確認

できないとのことであった。 

申立期間①及び②の国民年金保険料について、私の夫は納付済期間である

のに、私のみが申立期間①については免除、申立期間②については未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 51年 11月頃、国民年金に加入し、申立期間を除く同年４月

から 60 歳到達月の前月までの国民年金加入期間について、国民年金保険料を

全て納付していることから、申立人の保険料の納付意識は高かったものと認め

られる。 

また、申立人の夫は、申立期間も含めて、国民年金加入期間の保険料に未納

期間は無く、婚姻後、申立人に国民年金の加入を勧めたとのことから、その夫

も保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

さらに、申立期間①当時、申立人は、その夫と共に、Ａ社から役員報酬を得

ていたことが、同社の決算書（勘定科目内訳書）により確認でき、申立人とそ



の夫の世帯収入では、国民年金保険料の免除の承認は難しいと推認される上、

その夫は申立期間①の保険料を前納していることから、申立人のみ当該期間が

申請免除期間とされていることは不自然であり、その夫と同様に保険料を納付

していたものと推認される。 

加えて、申立期間②についても、申立人の夫は前納により国民年金保険料を

納付しており、納付意識の高かった申立人及びその夫が、申立人の保険料のみ

納付しなかったものとは考え難い。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



北海道国民年金 事案 1898 

 

第１  委員会の結論 

申立人の昭和 46年６月から 47年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

   

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年６月から 47年３月まで 

私が婚姻する前の国民年金保険料の納付は、全て私の母親が行ってくれて

いたので私は関与していない。しかし、申立期間の国民年金保険料を私の母

親が納付してくれていたはずなので、申立期間が保険料の未納期間とされて

いることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の特殊台帳（マイクロフィルム）により、ⅰ）昭和 44 年７月３日に

還付決定された申立人の過誤納国民年金保険料は、申立人が国民年金に再加入

した 45年５月から 46年５月までの保険料に充当され、不足額「350円」が生

じたこと、ⅱ）過誤納保険料のうち 43 年４月から同年９月までの保険料の納

付記録については、Ａ社会保険事務所（当時）が 46 年６月に確認しているこ

と、ⅲ）申立人の 45 年５月１日の国民年金再加入は、46 年 10 月１日にＢ市

から同社会保険事務所へ進達されていることが確認できることから、申立期間

の保険料は現年度納付が可能である上、同社会保険事務所発行の不足額納付書

は、申立人へ 46年６月から同年 10月の間に交付されたものと推認でき、申立

人が厚生年金保険被保険者であった期間を含め国民年金保険料を納付してい

た申立人の母親が、申立期間に係る申立人の保険料を納付しなかったものとは

考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



北海道国民年金 事案 1899 

 

第１ 委員会の結論                              

   申立人の昭和 49年４月から 50年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

   

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： 昭和 49年４月から 50年３月まで 

    私の夫が昭和 49 年４月頃に、夫婦二人分の国民年金加入手続を行ってく

れ、保険料については、夫は一括で納付し、私は毎月定期的に納付していた

と記憶している。 

    送られてきた国民年金保険料の納付書と一緒に、いつも必ず納付していた

ので、申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 12 か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除く国民年金加

入期間の保険料を全て納付していることから、保険料の納付意識が高かったも

のと認められる。 

   また、申立人は、国民年金保険料の納付について、毎月定期的に納付してい

たとしているところ、オンライン記録により、納付年月日が確認できる昭和

61 年４月以降、毎月定期的に保険料が納付されていることが確認できること

から、申立人の主張には信憑性
しんぴょうせい

がうかがわれる。 

   さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後の同手帳記号番号の被

保険者状況調査により、昭和 51 年１月頃にＡ市で夫婦連番で払い出されたも

のと推定されることから、その時点で申立期間の保険料は過年度納付が可能で

あり、納付意識の高かった申立人が申立期間の過年度保険料を納付しなかった

ものとは考え難い。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



北海道国民年金 事案 1900 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48年 12月から 49年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： 昭和 48年 12月から 49年３月まで 

    私は、Ａ町（現在は、Ｂ町）役場の担当者から勧められ、夫と一緒に国民

年金制度の発足時に国民年金に加入した。申立期間当時、町内会のＣ納税貯

蓄組合に加入していたので、同組合の班長の集金により私の国民年金保険料

を納付していた。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は、４か月と短期間である。 

また、申立人は国民年金制度が発足した昭和 36年４月から 60歳到達月の前

月までの国民年金の加入期間中、申立期間及び厚生年金保険の被保険者資格喪

失日に起因する 45年 12月の１か月を除き国民年金保険料の未納が無いととも

に、厚生年金保険との切替手続をおおむね適切に行っている。 

さらに、申立人は、Ａ町内のＣ納税貯蓄組合に加入し、毎月、集金に来る同

組合の班長に自身と夫の二人分の国民年金保険料を納付していたと述べてい

るところ、申立人の夫について、昭和 36年４月から 60歳到達月の前月である

57 年＊月までの国民年金加入期間の保険料が全て納付済みとされていること

から、申立人の保険料納付意識は高かったものと認められる。 

加えて、申立人は、昭和 48年 12月 26日付けで健康保険及び厚生年金保険

の被保険者資格を喪失した際、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票に

より、健康保険を任意継続していないことが確認でき、申立人は、退職後、国

民健康保険に加入したものと考えられるところ、Ｂ町では、「申立期間当時の

Ａ町では、国民年金と国民健康保険の窓口が隣接しており、国民健康保険の加



入があれば連動して国民年金の加入の処理を行い、その処理を納税貯蓄組合の

台帳に反映させて国民年金保険料の集金を行っていた。」としていることから、

申立期間の保険料が集金されていた可能性がうかがわれる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



 

北海道厚生年金 事案 3403～3427（別添一覧表参照） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立

人の同社における申立期間の標準賞与額に係る記録を＜申立期間＞（別添一覧

表参照）は＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  

    基礎年金番号 ：  別添一覧表参照 

    生 年 月 日 ：  

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ＜申立期間＞（別添一覧表参照） 

Ａ社から支給された申立期間の賞与（精勤奨励金）に係る標準賞与額の

記録が確認できない。同社は、年金事務所に対し賞与支払届を提出したが、

既に２年以上経過していたため、厚生年金保険料は時効により納付できず、

申立期間の記録は厚生年金保険の給付に反映されないので、厚生年金保険が

給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された精勤奨励金支払明細書により、申立人は、申立期間に同

社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を提出していることから、社

会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく厚生年

金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る当該保



 

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

(注)  同一事業主に係る同種の案件 25件（別添一覧表参照） 

 



1

別紙２【厚生年金あっせん一覧表】（北海道）

事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日
都道府

県
納付記録の訂正
が必要な期間

標準賞与額

3403 女 昭和55年生 平成18年９月25日 15万円

平成18年８月25日 15万円

平成19年２月23日 15万円

平成18年７月25日 15万円

平成19年１月25日 15万円

平成18年10月25日 15万円

平成19年４月25日 15万円

平成18年９月25日 15万円

平成19年３月23日 15万円

平成18年９月25日 15万円

平成19年３月23日 15万円

平成18年９月25日 15万円

平成19年３月23日 15万円

平成18年９月25日 15万円

平成19年３月23日 15万円

平成18年９月25日 15万円

平成19年３月23日 15万円

平成18年９月25日 15万円

平成19年３月23日 15万円

平成18年９月25日 15万円

平成19年３月23日 15万円

平成18年９月25日 15万円

平成19年３月23日 15万円

女 昭和49年生

3407

女

3404

昭和54年生

女 昭和56年生

3413

3409 女 昭和56年生

女 昭和46年生

3408

3405 女 昭和55年生

3406 女 昭和55年生

女 昭和55年生

3414 女 昭和54年生

3410 女 昭和56年生

3412 女 昭和55年生

3411



2

事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日
都道府

県
納付記録の訂正
が必要な期間

標準賞与額

平成18年９月25日 15万円

平成19年３月23日 15万円

平成18年９月25日 15万円

平成19年３月23日 15万円

平成18年９月25日 15万円

平成19年３月23日 15万円

平成18年９月25日 15万円

平成19年３月23日 15万円

平成18年９月25日 15万円

平成19年３月23日 15万円

平成18年９月25日 15万円

平成19年３月23日 15万円

平成18年９月25日 15万円

平成19年３月23日 15万円

3422 女 昭和55年生 平成18年９月25日 15万円

平成18年９月25日 15万円

平成19年３月23日 15万円

平成18年９月25日 15万円

平成19年３月23日 15万円

平成18年９月25日 15万円

平成19年３月23日 15万円

平成18年９月25日 15万円

平成19年３月23日 15万円

平成18年９月25日 15万円

平成19年３月23日 15万円

女 昭和54年生

3419 女 昭和48年生

昭和59年生

3421 女 昭和58年生

3417 女

女 昭和53年生

3423 女 昭和54年生

3427 女 昭和55年生

昭和53年生

3420 女

3426 女 昭和52年生

3415

3425

3424 女 昭和53年生

3418 女 昭和53年生

3416 女 昭和54年生



 

北海道厚生年金 事案 3428 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における厚生年金保険被

保険者資格取得日に係る記録を昭和 30年 12月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を１万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

   住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年 12月１日から 31年１月１日まで 

昭和 28 年４月にＡ社本店に入社し、その後、同社のＢ事業所に異動とな

ったが、厚生年金保険の加入記録は、同社本店では 30年 12月１日まで、同

社Ｂ事業所では 31 年１月１日からとなっており、加入記録が１か月間欠落

している。 

Ａ社には途中で退職することなく継続して勤務していたので、申立期間に

ついて厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された職歴情報、同社の本店及びＢ事業所に係る被保険者名簿

並びにＡ社健康保険組合から提出された被保険者情報の記録により、申立人は

同社に継続して勤務し（昭和 30年 12月１日にＡ社本店から同社Ｂ事業所に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所に係る昭

和 31年１月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 2,000円とすること

が妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、Ａ社は、「当社保存のＢ事業所に係る被保険者名簿によると、



 

申立人の厚生年金保険被保険者資格取得日は、昭和 30年 12月１日と記載され

ているものの、実際に社会保険事務所に提出した厚生年金保険被保険者資格届

の控えではないことから、同日を資格取得日として同事務所に届け出たという

ことまでは確認することができないため、不明である。」としており、このほ

かに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険

事務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

見当たらないことから、行ったとは認められない。 



 

北海道厚生年金 事案 3429 

 

第１  委員会の結論 

    申立人は、申立期間①及び②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る申立期間①の厚生年金保険被保険者資格喪失日に係る記録を昭和 40 年 11

月１日、申立期間②の同資格取得日に係る記録を 42 年６月１日に訂正し、申

立期間①及び②の標準報酬月額をそれぞれ４万 2,000 円とすることが必要で

ある。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間①及び②の厚生年金保険料を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年 10月 25日から同年 11月１日まで 

             ② 昭和 42年６月１日から同年９月 20日まで 

    昭和 32年４月１日にＡ社に入社し、48年２月に退職するまで継続して勤

務しており、給与から厚生年金保険料が控除されていた。 

申立期間①は、昭和 40年 11月１日付けでＡ社が経営するＣ事業所からＤ

事業所に転勤した時期であり、申立期間②は、42 年６月１日付けで同事業

所からＥ事業所に異動した時期であった。 

両申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人の詳細な供述及び複数の同僚が、「申立人

は継続して勤務しており、Ｃ事業所からＤ事業所のＦ職として異動した。」

との供述から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務していたことが認

められる。 

    また、Ｄ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の表紙においてＦ職

として記載されている同僚に照会したところ、「申立人は、私の後任のＦ職

として昭和 40年 11月１日にＤ事業所に異動してきた。申立人の異動と同時

に、私は別の事業所に異動したので、はっきりと覚えている。」と供述して



 

いるところ、オンライン記録によると、この同僚のＤ事業所における厚生年

金保険被保険者資格喪失日及びその後のＡ社関連事業所における同資格取

得日は、昭和 40年 11月１日であることが確認できる。 

    さらに、オンライン記録により、Ａ社及びＤ事業所において厚生年金保険

被保険者資格が確認できる同僚に照会したところ、申立期間①と年月日は異

なるものの、申立人と同様にＣ事業所からＤ事業所に異動した同僚から、自

身の転勤挨拶状及び給与明細書の写しが提出され、これによると異動した月

においても継続して厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

 これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①において、厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

 また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社における

昭和 40 年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、４万 2,000 円とする

ことが妥当である。 

２ 申立期間②については、申立人の「Ｅ事業所を昭和 42 年９月にオープン

させる準備のために、同年６月１日付けで異動した。」との当時の状況につ

いての詳細な供述、複数の同僚が、「申立人は、Ｅ事業所の初代Ｆ職であっ

た。異動の多い事業所であったが、申立人は継続して勤務していた。」との

供述及び雇用保険の被保険者記録から判断すると、申立人は、Ａ社に継続し

て勤務していたことが認められる。 

  また、申立人からＥ事業所のＧ職として名前が挙がった同僚及び後任のＦ

職として名前が挙がった同僚にそれぞれ照会したところ、二人は共に、「申

立人は、Ｅ事業所の初代Ｆ職であった。同事業所に配属された職員の給与事

務及び社会保険事務は本社において行っていた。」と供述していることから、

この二人の同僚のオンライン記録を確認したところ、同事業所に勤務してい

たとする期間は、Ａ社において厚生年金保険被保険者資格が継続しているこ

とが確認できる。 

  さらに、申立人と同時期に他の事業所に異動した前述の同僚から提出され

た転勤挨拶状及び給与明細書の写しによると、異動した月においても継続し

て厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

 これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間②において、厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

 また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社における

昭和 42 年９月の社会保険事務所の記録から、４万 2,000 円とすることが妥

当である。 

３ なお、申立期間①及び②について、事業主が申立人に係る厚生年金保険料

を納付したか否かについては、事業主は不明としており、これを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 



 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日及び取得日に係る

届出を社会保険事務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資

料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



 

北海道厚生年金 事案 3430 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、標準報酬月額の決定の基礎となる平成 19 年

４月から同年６月までは標準報酬月額 26 万円に相当する報酬月額が事業主に

より申立人に支払われていたと認められることから、申立人のＡ社における申

立期間の標準報酬月額に係る記録を 26万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年９月１日から 20年４月 22日まで 

    申立期間は、Ａ社に勤務し、26 万円の標準報酬月額に対応する厚生年金

保険料を控除されていたが、社会保険事務所（当時）の記録によると、申立

期間の標準報酬月額が 22万円になっている。 

申立期間について、標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅し

ていない期間であるから、厚生年金保険法を適用する。 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているところ、

申立期間に係る標準報酬月額については、オンライン記録によると、22 万円

と記録されている。しかし、申立人から提出された給与明細書によると、標準

報酬月額の決定の基礎となる平成 19 年４月から同年６月までは標準報酬月額

26 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人に支払われていたことが確

認できる。 

したがって、申立人のＡ社における申立期間に係る標準報酬月額を 26 万円

に訂正することが必要である。 



 

北海道厚生年金 事案 3431 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、被保険者資格取得日が昭

和 36 年４月１日、同資格喪失日が 38 年４月１日とされ、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、申立期間については、年金額の計算の基礎となる被

保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、申立期間の厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該記録を取り消し、Ａ社における厚生年金保険被保険者資格喪失日及び同社

Ｂ支店における厚生年金保険被保険者資格取得日に係る記録を同年３月 15 日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 2,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年３月 15日から同年４月１日まで 

    厚生年金保険の加入記録を確認したところ、申立期間の加入記録が無いが、

Ａ社に昭和 36年４月１日に入社以来、各支店への転勤、異動はあるものの、

平成 14 年８月に退職するまで継続して勤務していた。厚生年金保険料控除

の事実を確認できる資料は無いが、申立期間について厚生年金保険の被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、被保険者資格取得日が昭

和36年４月１日、同資格喪失日が38年４月１日とされ、申立期間については、

厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険

者期間とならない期間と記録されている。 

しかしながら、Ａ社が提出した申立人に係る人事記録、申立人と同時期に同

社の他の支店から同社Ｂ支店に異動となった者の厚生年金保険被保険者記録

及び申立期間当時に同社本社及び同社Ｂ支店において厚生年金保険被保険者

であったことがオンライン記録により確認できる複数の者の供述により、申立



 

人は、同社に昭和 36 年４月１日から継続して勤務し（昭和 38年３月 15日に

Ａ社本社から同社Ｂ支店へ異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の昭和 38 年４月の社会

保険事務所(当時)の記録から、１万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、当時の担当者の連絡ミスによるものであることを認めている上、

Ａ社が保管する当時の厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書及び同資格

取得年月日訂正届によると、当初、昭和 38年３月 15日と届け出た同社Ｂ支店

における資格取得日を同年４月１日に訂正したことが確認できることから、社

会保険事務所は、申立人に係る同年３月の厚生年金保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

北海道厚生年金 事案 3432 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資

格喪失日に係る記録を昭和 56 年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を 24万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年１月１日から同年２月１日まで 

昭和 44年１月 20日から 56年１月 31日までＡ社に正社員として勤務し、

Ｂ業務に従事していたが、申立期間について厚生年金保険の加入記録が確認

できない。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、申

立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録により、申立人が、申立期間においてＡ社に勤務し

ていたことが認められる。 

また、申立人が当該事業所で一緒に勤務していたと供述する同僚二人に照会

したところ、いずれも、「申立人が退社するまで、雇用形態や仕事の内容に変

化はなかった。」と供述している。 

さらに、前述の同僚二人、及び当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保

険者原票により、申立期間において当該事業所で厚生年金保険の被保険者であ

ることが確認でき、生存及び所在が確認できた者二人に照会したところ、いず

れも、自身が記憶する退社時期と厚生年金保険の被保険者資格喪失日は合致し

ており、ほかに当時、当該事業所において、継続して勤務していたにもかかわ

らず同保険の被保険者資格を喪失させる取扱いがあったことをうかがわせる

事情は見当たらない。 



 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和 55 年

12月の社会保険事務所（当時）の記録から、24万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険

事務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

見当たらないことから、行ったとは認められない。 



 

北海道厚生年金 事案 3433 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立

人の同社における申立期間の標準賞与額に係る記録を 150 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年７月５日 

    平成 16 年７月５日にＡ社から役員賞与の支払いを受けたが、同社では、

社会保険事務所（当時）に対する賞与支払届の提出が遅れたため、当該賞与

に係る厚生年金保険料は時効により納付できなかったとしている。 

しかし、厚生年金保険料は賞与から控除されていたので、年金給付に反映

されるよう年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 16年度役員賞与明細書により、申立人は、平成 16

年７月５日に同社から賞与の支払いを受け、当該賞与に見合う標準賞与額（150

万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期

間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会保険

事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る当該保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



北海道国民年金 事案 1901 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41年１月から 46年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年１月から 46年３月まで    

私の元夫が会社を退職し自営業を始めた昭和 41 年１月頃、私は、自宅に

来てくれたＡ市の国民年金推進員に依頼して、私と私の元夫の国民年金の加

入手続を行った。 

申立期間の国民年金保険料は、私又は私の元夫が自宅又は事務所で、女性

の国民年金推進員に二人分を一緒に納めたはずなので、申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人は、昭和 41 年１月頃、申立人及び申立人の元夫の国民年金の加入手

続を行い、申立期間の国民年金保険料については、申立人又はその元夫が、Ａ

市の国民年金推進員に二人分を一緒に納付したとしているところ、申立人の国

民年金手帳記号番号は、同手帳記号番号払出簿により、63 年１月頃に払い出

されたものと認められ、申立人の唯一所持する年金手帳の様式は、61 年４月

から使用が開始された様式であることから、申立人の国民年金の加入手続は、

63 年１月頃に行われたものと推認され、申立期間当時、申立人は国民年金に

未加入であり、保険料を納付することはできなかったものと考えられる。 

また、申立人と一緒に国民年金に加入したとしている申立人の元夫の国民年

金手帳記号番号は、その前後の同手帳記号番号の被保険者加入状況調査等によ

り、昭和 42 年５月頃に払い出されていることが確認できるものの、申立人に

は、その元夫と同時期に払い出された同手帳記号番号は見当たらず、一緒に加

入手続を行ったとする申立人の主張とは一致しない。 

さらに、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付して



いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を含めて総合的に 

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める 

ことはできない。 



北海道国民年金 事案 1902 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52年９月から 57年３月までの国民年金保険料については、還

付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年９月から 57年３月まで 

申立期間の国民年金保険料について、年金事務所は還付したとのことだが、

私は還付を受けていない。 

申立期間の国民年金保険料について還付済みとされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の国民年金保険料について、申立人の所持する保険料の領収書、申

立人の特殊台帳（マイクロフィルム）及びＡ市の国民年金被保険者名簿兼検認

カードにより、申立人は申立期間の保険料を納付していたことが確認できるが、

申立期間は厚生年金保険被保険者期間であることから、制度上、当該期間は国

民年金に加入することができず、当該期間の保険料が還付されていることにつ

いて不自然さはみられない。 

また、同市の国民年金被保険者名簿兼検認カードにより、昭和 57年４月 12

日に同市が申立人から還付請求書を受領し、社会保険事務所（当時）に対し送

達していることが確認でき、特殊台帳において同年５月 24 日に還付決定がな

されたことが、還付金額や還付月数などと共に明確に記載されており、当該記

載内容に不合理な点は無い上、ほかに申立期間に係る国民年金保険料の還付を

疑わせる事実も見当たらない。 

さらに、申立人から聴取しても、還付された記憶がないという以外に国民年

金保険料が還付されていないことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認めるこ

とはできない。 



北海道国民年金 事案 1903（事案 859の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49年４月から 51年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

   住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年４月から 51年３月まで 

私の妻は、昭和 49 年７月、Ａ病院Ｂ診療科の診察を受けた帰りにＣ市Ｄ

区役所で国民年金の加入手続を行った。 

その手続の時に、妻は私が国民年金に加入していないことを知り、私の分

の加入手続も一緒に行ってくれた。 

私はそれまで国民年金保険料を納付していなかったので、同区役所の職員

は遡って保険料を納付することができると説明してくれたが、納付すること

が大変だったので、夫婦そろって加入した年度の昭和 49 年４月分からの保

険料を納付することとし、納付書を作成してもらい納付したと、妻から聞い

ている。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和

51 年９月に夫婦連続番号で払い出されていることが確認でき、申立期間当時

は国民年金に未加入であったと考えられ、それ以前に別の国民年金手帳記号番

号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらず、申立人の妻も申立期

間は未納である上、申立人は申立期間の国民年金保険料を遡って納付した記憶

はないとして、既に当委員会の決定に基づく平成 21年２月 17日付けで年金記

録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す新たな資

料として母子手帳と簡易保険保険料払込証明書を提出したが、当該資料は、申

立期間の保険料を納付したことをうかがわせるものではなく、当委員会の当初

の決定を変更すべき資料とは認められない上、申立人の保険料を納付したとす



るその妻に当時の状況について再度聴取したが、当委員会の当初の決定を変更

すべき新たな事情も見当たらないことから、申立人が申立期間の国民年金保険

料を納付していたものと認めることはできない。 



北海道国民年金 事案 1904（事案 858の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49年４月から 51年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年４月から 51年３月まで 

私は、昭和 49 年７月、Ａ病院Ｂ診療科の診察を受けた帰りにＣ市Ｄ区役

所で国民年金の加入手続を行った。 

その手続の時に、私の夫が国民年金に加入していないことを知り、夫の分

の加入手続も一緒に行った。 

私の夫はそれまで国民年金保険料を納付していなかったので、同区役所の

職員は遡って保険料を納付することができると説明してくれたが、納付する

ことが大変だったので、夫婦そろって加入した年度の昭和 49 年４月分から

の保険料を納付することとし、納付書を作成してもらい納付した。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭

和 51年９月に夫婦連続番号で払い出されていることが確認でき、申立期間当

時は国民年金に未加入であったと考えられ、それ以前に別の国民年金手帳記

号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらず、申立人の夫も

申立期間は未納である上、申立人は申立期間の国民年金保険料を遡って納付

した記憶はないとして、既に当委員会の決定に基づく平成 21 年２月 17 日付

けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す新たな

資料として母子手帳と簡易保険保険料払込証明書を提出したが、当該資料は、

申立期間の保険料を納付したことをうかがわせるものではなく、当委員会の

当初の決定を変更すべき資料とは認められない上、申立人に当時の状況につ



いて再度聴取したが、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当

たらないことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたもの

と認めることはできない。 



北海道国民年金 事案 1905 

 

第１ 委員会の結論                              

   申立人の平成３年４月から５年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年４月から５年３月まで 

申立期間について、私の母親又は周囲の人から、平成３年４月から学生も

国民年金の強制加入被保険者となり国民年金保険料を納付しなければなら

ないと聞き、当時居住していたＡ市において国民年金に加入し、結構な金額

を、母親から送金してもらい一括して納付したと記憶している。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金記号番号は、その前後の同記号番号の被保険者状況調査等

により、平成５年３月頃に、Ｂ県Ｃ市において払い出されていることが確認で

きるとともに、Ａ市には、申立人の国民年金に係る情報及び国民年金被保険者

名簿が存在しないことから、これらは、Ａ市において国民年金の加入手続を行

ったとする申立人の主張と一致しない。 

また、申立人は平成５年３月の時点において、申立期間の国民年金保険料を

納付することが可能であるが、申立人から、当該期間の保険料納付に係る具体

的な説明が得られないほか、オンライン記録により、申立期間の一部について、

７年２月３日付けで、過年度保険料の納付書が発行されていることが確認でき

ることから、５年３月の時点で申立人が申立期間の保険料を一括して納付した

ものとは考え難い。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道国民年金 事案 1906 

 

第１ 委員会の結論                              

   申立人の平成８年４月から同年10月までの期間及び10年４月から同年９月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはで

きない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成８年４月から同年 10月まで 

             ② 平成 10年４月から同年９月まで 

    私の両親は、私が平成 14 年４月に婚姻するに当たり、私の国民年金保険

料について、それまでの全ての未納保険料を、13 年 11 月から 14 年３月ま

での間に納付してくれた。 

    申立期間①及び②の国民年金保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の両親が、平成 13年 11月から 14年３月までの間に申立

人の国民年金の未納保険料を全て納付してくれたとしているが、その時点では、

申立期間①及び②の保険料は既に時効により納付することができないもので

ある。 

また、オンライン記録及びＡ市の電算記録により、申請免除期間であった平

成８年 11月から 10年３月までの申立人の国民年金保険料、及び納付が可能で

あった過年度保険料の全てを 12年 11月 20 日に納付していることが確認でき

るが、その前後の期間である申立期間①及び②については、申請免除期間では

なかったことから、その時点においても時効により保険料を納付できない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは



できない。 



北海道国民年金 事案 1907 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56年 12月から 58年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： 昭和 56年 12月から 58年３月まで 

    私は、昭和56年12月頃に妻と同時に国民年金の加入手続を行い、その後、

私又は私の妻がＡ銀行Ｂ支店（当時）の窓口で夫婦二人分の国民年金保険料

を納付していた。 

申立期間について、妻の国民年金保険料は納付済みとされているのに、私

の保険料のみが未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 56年 12月頃、申立人の妻と一緒に国民年金の加入手続を行

ったと述べているところ、その妻の国民年金記号番号は、その前後の同記号番

号の被保険者状況調査により、同年同月頃に払い出されていることが推認でき、

申立人の妻はこの頃に国民年金の加入手続を行ったものと考えられる。 

一方、申立人については、ⅰ）昭和 45 年９月に国民年金の被保険者資格を

新規で取得した後、54 年６月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得した

ことに伴い国民年金の被保険者資格を喪失しており、申立人に係るＣ市の昭和

54 年度の被保険者名簿にも当該資格喪失日が最終の資格記録として記録され

ているところ、その翌年度の 55年度から 57年度までの申立人の同名簿が作成

されておらず、次に作成された 58 年度の同名簿に初めて国民年金被保険者資

格の再取得日が記録されており、申立人は、55年度から 57年度までは国民年

金の被保険者資格を有していなかったものと考えられること、ⅱ）申立人の妻

の被保険者名簿は、その妻が国民年金の被保険者資格を取得した 56 年度から

引き続き被保険者資格を有していた 63 年度までのものが全て作成されている

こと、ⅲ）申立人が国民年金の被保険者資格を再取得した後、保険料が納付済

みとされているのが 58年度以降であり、同年度の保険料が 59年４月２日に一



括で納付されていることから、申立人は、国民年金の再加入手続を 58 年度に

行ったものと考えられる。 

また、申立人は、申立人及び申立人の妻の国民年金保険料を一緒に納付して

いたとしているが、Ｃ市の被保険者名簿により、夫婦の保険料納付日が一致す

るのは昭和 59 年度以降であり、それまでは全く別の日に納付されていること

が確認できる。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道厚生年金 事案 3434 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50年３月１日から 53年４月１日まで 

             ② 昭和 53年４月１日から 54年７月頃まで 

申立期間①はＡ社（後にＢ社に商号変更）、申立期間②はＣ社（現在は、

Ｄ社）の子会社であったＥ社にそれぞれ勤務し、Ｆ業務に従事していたが、

両申立期間について厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

両申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、「申立期間①当時、Ａ社の従業員は私を

含め全員で３人であった。」と供述しており、申立期間①当時は厚生年金保

険の強制適用事業所としての要件を満たしていなかったものと考えられる

ところ、適用事業所名簿及びオンライン記録により、同社は、昭和 54 年８

月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間①は同保険の適

用事業所でなかったことが確認できる。 

また、当該事業所は、オンライン記録によると、昭和 58年 12月 17日に

厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主は既に死

亡していることから、申立人の申立期間①における勤務実態及び厚生年金保

険の適用状況について確認することができない。 

さらに、申立人は申立期間①当時、当該事業所において一緒に勤務して

いた同僚二人の名前を挙げているところ、このうち生存及び所在が確認でき

た一人に照会したものの回答が得られなかったことから、申立人の申立期間

①における勤務状況及び厚生年金保険の適用状況等について供述を得るこ

とができない上、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票（以



下「被保険者原票」という。）を確認したが、当該同僚二人については、当

該事業所において厚生年金保険の被保険者資格を取得した形跡は無い。 

加えて、当該事業所に係る被保険者原票により、当該事業所が適用事業

所となった昭和 54 年８月１日以降に同保険の被保険者資格を取得したこと

が確認できる３人に対し、申立人の当該事業所における勤務状況及び厚生年

金保険の適用状況等について照会したところ、回答が得られた二人は共に、

「申立人を知っているが、申立期間①において当該事業所に勤務していたか

どうかは、私が入社した昭和 54年８月より前のことなので分からない。」と

供述している。 

その上、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②について、申立人は、「申立期間②当時、Ｅ社の従業員は私を

含め全員で３人であった。」と供述しており、申立期間②当時は厚生年金保

険の強制適用事業所としての要件を満たしていなかったものと考えられる

ところ、適用事業所名簿及びオンライン記録により、同社は、昭和 55 年５

月 13 日に厚生年金保険の適用事業所になっており、申立期間②は同保険の

適用事業所でなかったことが確認できる。 

また、当該事業所は、適用事業所名簿及びオンライン記録によると、平

成６年４月１日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、当時

の事業主は既に死亡していることから、申立人の申立期間②における勤務実

態及び厚生年金保険の適用状況について確認することはできない。 

さらに、Ｄ社に照会したところ、同社では「Ｅ社の設立時の定款が残っ

ており、申立人が発起人の一人として名前の記載があり、出資もしていた記

録があった。申立人が同社と何らかのかかわりがあったものと思われるが、

申立人が従業員として在籍していたという労働者名簿等の資料は無い。」と

回答しており、申立人がＥ社の設立に関与していたことは確認できるものの、

申立期間②において同社に勤務していたか否かについては確認できない。 

加えて、申立人は、申立期間②当時、当該事業所において一緒に勤務した

上司及び同僚二人の名前を挙げているところ、このうち生存及び所在が確認

できた一人に照会したものの回答が得られなかったことから、申立人の申立

期間②における勤務状況及び厚生年金保険の適用状況等について供述を得

ることができない上、当該事業所に係る被保険者原票によると、当該上司は

申立期間②は親会社であるＣ社において厚生年金保険に加入しており、また、

当該同僚二人は申立期間②後の当該事業所が同保険の適用事業所となった

昭和55年５月13日に同保険の被保険者資格を取得していることが確認でき

る。 



その上、申立人が申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生年金保険料を

各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3435 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨   

    申 立 期 間  ： 昭和 42年７月１日から 44年 12月 31日まで  

    申立期間は、Ａ社に正社員として勤務していたが、厚生年金保険の加入記

録が確認できない。 

    申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間に勤務していたとするＡ社は、オンライン記録によると、

昭和 43 年６月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間のう

ち 42年７月１日から 43年５月 31日までの期間は適用事業所でなかったこと

が確認できる。 

また、当該事業所は、商業登記簿謄本によると、平成 22 年３月 31 日に解

散している上、当時の事業主は既に死亡し、事務担当者も所在が不明であるこ

とから、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険の適用状況につ

いて確認することができない。 

さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票（以下「被保

険者原票」という。）により、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所となっ

た昭和 43 年６月１日以降申立期間中に同保険の被保険者資格を取得したこと

が確認できる５人のうち生存及び所在が確認できた二人に対し、申立人の当該

事業所における勤務状況等について照会したところ、二人は共に、「申立人に

ついては、記憶になく、Ａ社に勤務していたか分からない。」と供述しており、

申立人の申立期間における勤務状況及び厚生年金保険の適用状況等について

供述を得ることができない。 

加えて、前述のとおり、昭和 43 年６月１日以降申立期間中に当該事業所に

おいて厚生年金保険被保険者資格を取得した者は５人のみであり､被保険者原



票に申立人の名前が記載されておらず、一方、健康保険の整理番号に欠番も無

いことから、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

その上、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほかに、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3436 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和 63年５月頃から同年 10月１日まで 

昭和 63 年５月頃から平成元年３月末までＡ社Ｂ支社（現在は、Ｃ社Ｂ支

社）に勤務したが、申立期間について厚生年金保険の加入記録が確認できな

い。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社Ｂ支社からの回答及び申立期間当時の上司の供述から判断して、申立人

は、申立期間の一部を含む昭和 63年６月 15 日から平成元年３月 31日までの

期間において、Ａ社Ｂ支社にＤ業務員として勤務していたことが認められる。 

しかしながら、Ｃ社Ｂ支社では、「申立人は、当社に昭和 63年６月 15日に

入社したが、当時、Ｄ業務未経験者には試用期間があった。」と回答しており、

同社同支社から提出された厚生年金保険被保険者台帳（写し）によると、申立

人は、入社日である同年６月 15日から３か月半後の同年 10月１日に同保険の

被保険者資格を取得し、平成元年４月１日に同資格を喪失した旨記載されてい

ることが確認でき、当該記録はオンライン記録と一致している。 

また、申立人が名前を挙げた上司は、「昭和 63年にＡ社Ｂ支社に申立人を紹

介し、申立人はＤ業務員として入社した。申立人は、Ｄ業務未経験者であった

ので、Ｅ資格を取得しＦ省（当時）に登録するまではＤ業務員としての活動が

できず、試用期間（３か月間）後に社員となり厚生年金保険に加入した。私も

Ｄ業務未経験者として同社同支社に入社したが、同保険には試用期間（３か月

間）後に加入している。試用期間中の厚生年金保険料は控除されていなかっ

た。」と供述している。 

さらに、オンライン記録により申立人と同時期にＡ社Ｂ支社において厚生年



金保険被保険者資格を取得したことが確認できる同僚 11 人に、自身の入社時

期と厚生年金保険の加入時期について照会し、５人から回答が得られたところ、

Ｄ業務未経験者として同社同支社に入社したとする二人は、いずれも「研修及

びＥ資格の試験期間として２か月前後の試用期間があった。この期間は厚生年

金保険に加入しておらず、同保険料も控除されていなかった。」と供述してい

るほか、他の３人は、自身の入社時期と厚生年金保険の加入時期が一致してい

る旨供述しているものの、３人共に、オンライン記録により当該事業所に勤務

する以前に同業他社において厚生年金保険の加入記録が確認でき、Ｄ業務経験

者であったことが推認できる。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3437 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年５月中旬から同年９月１日まで 

昭和 51 年５月中旬からＡ社に勤務したが、厚生年金保険の被保険者資格

取得日が同年９月１日となっているので、申立期間について厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人のＡ社に入社した経緯の明確な記憶及び同僚の供述から判断すると、

入社日は特定できないものの、申立人が申立期間において同社に勤務していた

ことは推認できる。 

しかしながら、当該事業所は、オンライン記録によると、昭和 51 年 12 月

23 日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、商業登記簿謄

本によると、59年 12月２日に解散しており、当時の事業主も既に死亡してい

ることから、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険の適用状況に

ついて確認できる関係資料及び供述を得ることができない。 

また、当該事業所における厚生年金保険の被保険者のうち、生存及び所在を

確認できた５人に照会したところ、３人から回答が得られ、そのうち一人は、

「私は昭和 51 年６月から勤務した。申立人はそれ以前から勤務していたが、

申立期間において、申立人が給与から厚生年金保険料を控除されていたか否か

は不明である。」と供述しており、申立人の申立内容を裏付けるような供述を

得ることはできなかった。 

さらに、申立人に係る雇用保険被保険者記録によると、事業所名は特定でき

ないものの、取得日が昭和 51年９月１日、離職日が同年 12月 22 日の記録が

確認でき、この記録は当該事業所における申立人の厚生年金保険被保険者記録

と一致する。 



なお、申立人に係る国民年金被保険者台帳によると、被保険者資格を 20 歳

到達時に取得、昭和 51 年９月１日に喪失しており、申立期間は国民年金保険

料を現年度納付していることが確認できる。 

その上、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人も、同保険

料が給与から控除されていたことに関する具体的な記憶もない。 

  このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



北海道厚生年金 事案 3438 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28年９月１日から 29年１月７日まで 

② 昭和 31年９月１日から同年 10月１日まで 

申立期間①については、昭和 28 年４月まで勤務していたＡ社の社長から

同年８月中旬に「忙しいので来てほしい。」と依頼され、同年９月１日から

再度勤務することとなったが、厚生年金保険の被保険者資格取得日は 29 年

１月７日となっているので、年金記録を訂正してほしい。 

申立期間②については、Ａ社の経営状態が良くなかったので、友人にＢ社

を紹介してもらい、昭和 31 年９月１日から勤務することとなったが、厚生

年金保険の被保険者資格取得日は同年 10 月１日となっているので、年金記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人が再度、Ａ社に勤務することとなった経緯に

関する具体的な供述及び複数の同僚の供述から判断すると、時期は特定でき

ないものの、申立人は、同社を一度退職した後に再度勤務したことはうかが

える。 

  しかしながら、当該事業所は、オンライン記録によると、昭和 35 年 12

月 27 日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、商業登記簿

謄本によると、Ｃ社として 31 年７月７日に設立し、49 年 10 月１日に解散

していることが確認できる上、健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿

に事業主として記載されている閉鎖時の代表取締役は既に死亡しているこ

とから、申立期間当時にＤ業務を担当していたとして申立人から名前が挙が

った取締役に照会したところ、「昭和 25年５月に店舗及び工場が火災になり

全焼したので当時の資料は残っておらず、申立人の勤務期間、厚生年金保険



の適用状況及び同保険料の控除状況については不明。」と回答しており、申

立人の申立期間①における勤務状況及び厚生年金保険の適用状況について

確認することができない。 

また、申立人から名前が挙がった同僚３人及びオンライン記録により当該

事業所において厚生年金保険被保険者記録が確認できる４人の合計７人に

照会し４人から回答を得られたところ、一人が「申立人が一度退職した後に、

再度入社したことは覚えているが、再入社の時期については覚えていない。」

と供述しており、ほかの３人は「申立人と一緒に勤務したことは覚えている

が、申立人の勤務期間については不明。」と供述していることから、申立人

の勤務状況等について確認することができない。 

さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認した

ところ、申立人は、昭和 27 年４月１日に被保険者資格取得、28 年４月 25

日に同資格喪失した後に、再度、29 年１月７日に同資格取得、31 年９月１

日に同資格喪失したことが記載されており、当該記録に訂正等の不自然さは

ない。 

このほか、申立人の申立期間①に係る申立ての事実を確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。  

２ 申立期間②について、申立人が転職した経緯に関する具体的な供述から判

断すると、入社日は特定できないものの、申立人がＢ社に勤務していたこと

は推認できる。 

しかしながら、当該事業所は、オンライン記録によると、昭和 42 年５月

１日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、商業登記簿謄本

によると、平成８年６月１日に解散していることが確認できる上、当時の事

業主は所在不明であることから申立人の勤務状況及び厚生年金保険の適用

状況について確認することができない。 

また、申立人から名前が挙がった同僚のうち生存及び所在が確認できた二

人及びオンライン記録により当該事業所において厚生年金保険被保険者記

録が確認できる３人の合計５人に照会し全員から回答を得られたところ、申

立人のことを記憶している４人全員が、「申立人が勤務していたことは覚え

ているが、入社年月については分からない。」と供述していることから、申

立人の申立期間②における勤務状況及び厚生年金保険の適用状況について

確認することはできない。 

さらに、オンライン記録により、当該事業所において厚生年金保険被保険

者記録が確認できた前述の５人を含む 13 人に自身の入社年月について照会

し９人から回答を得られたところ、自身が記憶する入社年月とオンライン記

録により確認できる当該事業所に係る同資格取得年月が一致している者は

二人いるものの、残る７人については自身が記憶する入社年月よりも２か月

から 27 か月後に同保険の資格を取得していることが確認できる。このこと



から判断すると、当該事業所における厚生年金保険の適用については従業員

ごとに異なる取扱いをしていたことが考えられるところ、いずれの同僚から

も、申立人が申立期間②において給与から厚生年金保険料が控除されていた

ことをうかがわせる供述及び資料を得ることはできなかった。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ 両申立期間について、厚生年金保険料が事業主により給与から控除されて

いたことを確認できる給与明細書等の関連資料は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生年金保険料を各

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3439 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年 10月から 41年９月まで 

 厚生年金保険の加入記録を確認したところ、申立期間の標準報酬月額は４

万 8,000円とされているが、申立期間はＡ社（現在は、Ｂ社）からＣ社（現

在は、Ｄ社）に出向していた期間の一部に係るものであり、その前後の期間

と比べて低い金額で記録されている上、当時実際に支給されていた給与額と

も異なっていると思うので、適切な標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、「Ａ社に係る申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が４万

8,000円と記録されているが、当時の給与額よりも低い額となっている。」と

申し立てている。 

 しかしながら、Ｂ社に照会したところ、「申立期間に係る賃金台帳等の資料

を保管していないため、当時の状況は分からない。」と回答していることから、

申立人の申立期間における給与の支払状況及び厚生年金保険料の控除状況に

ついて確認することができない。 

 また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿における申立

人の標準報酬月額については、記載内容に不備は無い上、オンライン記録とも

一致していることが確認できるとともに、遡及して標準報酬月額の訂正が行わ

れた形跡も無い。 

 さらに、Ｂ社が保管する人事記録により、申立期間当時の申立人の本給が増

額されていること（昭和 39年４月１日：２万 2,300円、40年４月１日：２万

4,000 円、41 年４月１日：３万 300 円、42 年４月１日：３万 4,900 円）が確

認できるものの、標準報酬月額は、通常、毎年５月から７月までの３か月間に

実際に支払われた給与の総額（本給及び残業手当等を含む。）を３月で除した



額に基づき決定されるものであり、また、申立人が「Ａ社で勤務していた期間

の残業手当の額は、Ｃ社に出向する直前の頃から減少していた時期があったか

もしれない。」と述べていることを踏まえると、本給が増額されても残業手当

が減少したことにより給与の総額が減少していれば、申立期間に係る標準報酬

月額が定時決定において減額されても不自然ではない。 

 このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3440                 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年４月１日から 39年１月１日まで 

 Ａ社Ｂ工場（現在は、Ｃ社Ｄ工場Ｂ事業所）における厚生年金保険の加入

期間を確認したところ、申立期間について加入記録が無い。 

 しかし、申立期間において、Ａ社Ｂ工場のＥ作業場で１日８時間勤務して

いたことは間違いなく、一緒に入社した同僚の名前を覚えているので、申立

期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人が名前を挙げた同僚の供述から判断すると、入社日及び退社日は特定

できないものの、申立人は申立期間当時、Ａ社Ｂ工場に勤務していたことが推

認できる。 

 しかしながら、Ｃ社Ｄ工場Ｂ事業所は、「申立人に係る人事記録及び厚生年

金保険の届出書等の書類を保存していないことから、在籍状況及び厚生年金保

険の加入の取扱いについては分からない。」と回答しており、申立人の勤務実

態及び厚生年金保険の加入の取扱いについて関連資料及び供述を得ることが

できない。 

 また、申立人は、一緒に入社した同僚の名前を記憶しており、昭和 38 年４

月から同年 12 月頃まで勤務していたと主張しているものの、申立人が名前を

挙げた同僚二人のうち一人は、「昭和 38年秋頃、申立人と一緒にＡ社Ｂ工場に

入社したことを記憶している。」と供述しているところ、オンライン記録によ

ると、同人は、同年５月１日から同年 10 月１日までの期間に、別の事業所に

おいて厚生年金保険の加入記録があることが確認できることを踏まえると、申

立人の入社時期は同年 10月１日以降であると考えられる。 

 さらに、オンライン記録により、申立期間においてＡ社Ｂ工場で厚生年金保



険の被保険者記録が確認でき、生存及び連絡先が確認できた 17 人に照会した

ところ、申立人が配属されたとしている同社同工場のＥ作業場に勤務していた

とする同僚二人は、「入社してから３か月間は試用期間であった。」と供述し、

このうち一人は、「試用期間においては、給与から厚生年金保険料が控除され

ていなかった。」と供述している。 

 加えて、申立人は、申立期間について、厚生年金保険に加入したため国民年

金の未加入期間であると主張しているものの、特殊台帳（マイクロフィルム）

により、申立期間は国民年金に加入し同保険料を納付済みであることが確認で

きる上、国民年金に加入していない期間は、申立期間とは異なる昭和 40 年５

月 28日から同年 12月１日までの期間であることが確認できる。 

 その上、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿には、

申立期間において申立人の名前は無く、健康保険の整理番号に欠番も無いこと

から、申立人の記録が欠落したものとは考え難い上、申立人が申立期間におい

て厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる

給与明細書等の資料も無い。 

 このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3441 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 30年５月１日から 33年６月１日まで 

申立期間は、Ａ社Ｂ支店に勤務し、Ｃ事業所でＤ作業員をしていたが、厚

生年金保険の被保険者記録が無い。給与明細書には保険料等が記載されてい

たと記憶しているので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であった

ことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｅ社が提出した人事履歴によると、申立人は、昭和 33年３月 31日にＢ職員

養成所を修了後、同年４月１日に試用員を命ぜられ、同年６月１日に職員とな

ったことが確認できる。 

また、申立人は、昭和 30 年５月１日から臨時雇用員として勤務していたと

申し立てているが、Ｅ社は、「当時の臨時雇用員及び試用員には、Ａ社職員に

適用された共済組合員資格が付与されていなかった。臨時雇用員及び試用員に

対し、厚生年金保険等への加入を勧めるようにとのことから、昭和 38 年９月

７日付けＡ社報により、その取組みがなされ、Ａ社が厚生年金保険加入のため

の厚生年金保険適用事業所になったのは、同年 10月１日以降であることから、

申立期間の厚生年金保険加入はあり得ないと考える。」と回答しているところ、

オンライン記録及び健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、Ａ社Ｂ支店

は、38年 10月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時

は厚生年金保険の適用事業所に該当していなかったことが確認できる。 

さらに、申立人は、一緒に勤務していた３人の名前を挙げているが、このう

ち一人は姓のみの記憶であるため本人を特定することができない上、他の二人

は既に死亡していることから、申立人の申立てに係る事実を確認することはで

きないものの、申立期間当時の年金記録を確認したところ、このうち一人は昭



和 31 年７月１日にＡ社共済組合に加入しているが、それ以前は厚生年金保険

の加入記録は無く、別の一人も申立期間における厚生年金保険の加入記録は無

い。 

加えて、申立人は、他の班で勤務していたとする３人の名前を挙げているが、

このうち一人は、姓のみの記憶であるため本人を特定することができない上、

別の二人の年金記録を確認したところ、二人は共に、申立人と同日の昭和 33

年６月１日にＡ社共済組合に加入しており、このうち生存及び所在が確認でき

た一人に照会したものの、「申立人を知っているが、申立人がいつから勤務し

ていたのかは分からない。私は昭和 33 年４月から試用員、同年６月から正職

員として勤務している。」と述べていることから、申立人の申立期間における

厚生年金保険料控除の事実について確認できる供述を得ることはできない。 

その上、申立人が申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3442 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年４月１日から同年９月１日まで 

             ② 昭和 47年４月１日から同年９月１日まで 

             ③ 昭和 54年４月１日から同年９月１日まで 

昭和 43年４月１日から平成元年３月 31日までＡ社（現在は、Ｂ社）に正

社員のＣ職として勤務していたが、在職中に給与支給額が減額した記憶はな

いにもかかわらず、年金記録によると、それぞれ転勤した直後の申立期間①、

②及び③において標準報酬月額が引き下げられている。Ｃ職であったが成績

給ではなく、手当等の額にも大きな変化はなかった。 

各申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ Ｂ社が保管する申立人の人事カードによると、申立人の昭和 45 年４月１

日現在の本給額（３万 5,300円）に見合う標準報酬月額（３万 6,000円）及

び 47 年４月１日現在の本給額（５万 3,400 円）に見合う標準報酬月額（５

万 2,000円）は、それぞれオンライン記録で確認できる申立期間①の標準報

酬月額（２万 8,000 円）、申立期間②の標準報酬月額（４万 8,000 円）より

も高額である。 

しかしながら、Ｂ社に照会したところ、「当時も現在も、昇給基準日は４

月１日であるが、昇給分の給与については、支給月である６月に４月まで遡

って支給していた。このため、申立人のような４月異動者については、異動

先において厚生年金保険被保険者資格取得届を提出する際には昇給後の本

給額が未定であることから、従前の本給額に基づいて報酬月額を算出してい

た。また、異動先では残業手当の支給実績が無いことから、これを報酬月額

に含めていないため、結果として従前より標準報酬月額が引き下げられたも



のと考えられる。また、昇給後の本給額の標準報酬月額への反映については、

同金額が確定した以降の６月から８月までの残業手当を含む給与額に基づ

いて厚生年金保険被保険者報酬月額変更届を提出し、９月から標準報酬月額

が引き上げられていた。なお、当時の賃金台帳等は廃棄済みである。」と回

答しており、申立人の主張を裏付ける供述は得られなかった。 

２ 申立期間①については、申立人がＡ社Ｄ営業所において勤務していたと供

述する同僚６人のうち、オンライン記録により、生存及び所在が確認できた

者３人に照会したものの、いずれも、「当時の給与額を記憶しておらず、給

与明細書等も保管していない。」と供述している。 

また、Ａ社本社、同社支社、同社営業所又は同社出張所（以下「本社、

支社等」という。）に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿又は

健康保険厚生年金保険被保険者原票（以下「被保険者名簿等」という。）に

よると、申立人と同様に昭和 45 年４月１日に本社、支社等において厚生年

金保険の被保険者資格を喪失し、同日付けで同社Ｄ営業所において同保険の

被保険者資格を取得している者は確認できないことから、前年の 44 年４月

１日に同社Ｅ出張所において厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、同日付

けで同社Ｄ営業所において同保険の被保険者資格を取得するとともに、同年

４月１日の資格取得時において従前の標準報酬等級から４等級引き下げら

れた後、同年９月の随時改定において６等級引き上げられたことが確認でき

る者一人に照会したところ、「昭和 44 年４月１日の異動は転勤であったが、

当時の給与額を記憶しておらず、給与明細書等も残っていない。」と供述し

ており、ほかに同社同営業所における転勤異動者が、被保険者名簿等で確認

できる標準報酬月額に見合う額を上回る厚生年金保険料を事業主により源

泉控除されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

３ 申立期間②については、申立人がＡ社Ｆ支社において勤務していたと供述

する同僚４人のうち前任者であったとする者は、本社、支社等に係る被保険

者名簿等によれば、申立期間②の前年である昭和 46 年４月１日に同社Ｇ支

社において厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、同日付けで同社Ｆ支社に

おいて同保険の被保険者資格を取得していることが確認でき、同年４月１日

の資格取得時において従前の標準報酬等級から２等級引き下げられた後、同

年９月の随時改定において５等級引き上げられたことが確認できるが、同人

に照会したところ、「昭和 46年４月１日の異動は転勤であったが、当時の給

与額を記憶しておらず、給与明細書等も保管していない。」と供述している。 

また、当該同僚４人のうち申立人が自身と同時期にＡ社Ｆ支社に転勤し

てきたと供述する者については、本社、支社等に係る被保険者名簿等によれ

ば、昭和 47 年４月１日に同社Ｅ出張所において厚生年金保険の被保険者資

格を喪失し、同日付けで同社Ｆ支社において同保険の被保険者資格を取得し

たことが確認でき、同年４月１日の資格取得時において従前の標準報酬等級



から６等級引き下げられた後、同年９月の随時改定において７等級引き上げ

られたことが確認できるが、同人は既に死亡しているため、申立期間②にお

ける給与支給額及び厚生年金保険料の源泉控除額について確認することが

できない。 

さらに、当該同僚４人のうち他の２人に照会したところ、回答が得られ

た一人は、「当時の給与額を記憶しておらず、給与明細書等も残っていない。」

と供述している。 

加えて、本社、支社等に係る被保険者名簿等により、昭和 47年４月１日

に本社、支社等において厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、同日付けで

Ａ社Ｆ支社において同保険の被保険者資格を取得していることが確認でき、

同年４月１日の資格取得時において従前の標準報酬等級から１等級引き下

げられた後、同年９月の随時改定において４等級から６等級引き上げられた

ことが確認できる者二人に照会したところ、回答が得られた一人は、「昭和

47 年４月１日の異動は転勤であったが、当時の給与額を記憶しておらず、

明細書等も残っていない。」と供述しており、ほかに同社同支社における転

勤異動者が、被保険者名簿等で確認できる標準報酬月額に見合う額を上回る

厚生年金保険料を事業主により源泉控除されていたことをうかがわせる事

情は見当たらない。 

４ 申立期間③については、Ｂ社が保管する申立人の人事カードによると、申

立人の昭和 54年４月１日現在の本給額（13万 6,500円）に見合う標準報酬

月額（13 万 4,000 円）は、オンライン記録で確認できる申立期間③の標準

報酬月額（14万 2,000円）より低額であることが確認できる。 

また、申立人がＡ社Ｈ支社において勤務していたと供述する同僚６人の

うち、オンライン記録により、生存及び所在が確認できた者５人に照会した

ところ、回答が得られた二人は、いずれも、「当時の給与額を記憶しておら

ず、給与明細書等も残っていない。」と供述している。 

さらに、本社、支社等に係る被保険者名簿等により、昭和 54年４月１日

にＡ社各支社（営業所及び出張所等を含む。）において厚生年金保険の被保

険者資格を喪失し、同日付けで同社本社において同保険の被保険者資格を取

得していることが確認でき、同社本社における資格取得時の標準報酬月額が

従前よりも引き下げられたことが確認できる者 14 人のうち、オンライン記

録により、生存及び所在が確認できた者 12 人に照会したところ、回答が得

られた 11人のうち１人は、「私自身の標準報酬月額も転勤後に引き下げられ

ている。保管している昭和 54 年４月１日付けの給与決定通知書に記載され

た本給及び各種手当の合計額と標準報酬月額とを比較すると、標準報酬月額

の方が低額であるが、当該通知書に記載された金額は、春闘後に決定された

ものが４月に遡及して支給されたものであり、当該通知書自体も、同年４月

に受け取ったものではなく、数か月遅れて受け取ったものである。」と供述



しており、他の一人は、「私も転勤後に標準報酬月額が引き下げられており、

確かに基本給の減額は考えられないが、資格取得時の報酬月額を算定する際、

残業手当については実績が無いことから正しく算入できないため、結果とし

て標準報酬月額が引き下げられたのだと思う。」と供述しているほか、別の

一人は、「当時の昇給月は４月であったが、昇給金額は団体交渉が妥結する

５月末頃まで決まらなかったため、昇給分が実際に支給されたのは６月か７

月であり、４月に支給されたことは一度もない。私は組合活動をしていたの

で、これは間違いない。」と供述しており、いずれも上述の事業所の回答を

裏付ける供述を行っている一方で、他の８人は、いずれも「当時の給与額を

記憶しておらず、明細書等も残っていない。」と供述しており、ほかに同社

の本社又はＨ支社における転勤異動者が、被保険者名簿等で確認できる標準

報酬月額に見合う額を上回る厚生年金保険料を事業主により源泉控除され

ていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

５ このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の給与

からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

各申立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



北海道厚生年金 事案 3443 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び③について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間②及び④について、その主張する標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 49年１月５日から同年４月１日まで 

             ② 昭和 49年４月１日から 50年 10月 31日まで 

             ③ 昭和 50年 10月 31日から 52年４月１日まで 

             ④ 昭和 52年８月１日から 54年７月 31日まで 

昭和 49 年１月から 54 年７月末までＡ社に継続して勤務し、Ｂ業務に従

事していたが、申立期間①及び③について厚生年金保険の加入記録が確認で

きない。49年４月１日から 50年 10月 31日までは、Ｃ社（現在は、Ｄ社）

で厚生年金保険に加入したことになっているが、同社には勤務したことがな

い。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、

申立期間①及び③について厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

また、申立期間②においては 15万円の給与を、申立期間④においては 26

万円の給与をそれぞれ支給されていたにもかかわらず、年金記録における標

準報酬月額は、それぞれ 11 万 8,000 円及び 13 万 4,000 円、17 万円と記録

されており、申立期間④については、当時の事業主が社会保険事務所（当時）

と相談の上、標準報酬月額を遡って引き下げたことを証言してくれる。 

申立期間②及び④の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、Ｄ社に照会したところ、「当時の資料は廃棄済み



であり、Ａ社の代表取締役でもあった当時のＣ社の代表取締役も、現在事情

を聴けない状態であるため、当時の状況については不明である。」と回答し

ており、申立人の申立期間①における勤務状況及び厚生年金保険の適用状況

について確認することはできなかった。        

また、申立人がＡ社で一緒に勤務したと供述する同僚６人のうち、生存

及び所在が確認できた者５人に照会したところ、回答が得られた３人のうち

２人は、自身の入社時期について、それぞれ昭和 49年８月、50年４月と供

述しており、申立期間①においては同社に勤務していなかったと供述してい

る上、いずれも「申立人の入社時期については分からない。」と供述してい

る。 

一方、当該回答者３人のうち他の１人は、商業登記簿謄本の記録により、

昭和 49年４月３日から 50年２月 28日まではＡ社の取締役であり、同年 10

月７日からは同社の代表取締役となったことが確認できる者（以下「代表取

締役となった同僚」という。）であるところ、同人は、「申立人は昭和 49 年

１月からＡ社に勤務していた。」と供述しているが、ⅰ）商業登記簿謄本の

記録によれば、同社が設立されたのは 49 年４月３日であることが確認でき

ること、ⅱ）当該回答者３人のうち別の１人が「Ａ社の事業開始は、昭和

49年４月であった。」と供述していること、ⅲ）Ｃ社に係る健康保険厚生年

金保険被保険者原票（以下「被保険者原票」という。）により、申立期間①

前後に同社で厚生年金保険の被保険者であったことが確認でき、生存及び所

在が確認できた者 17人に照会したところ、回答が得られた 11人のうちＡ社

の事業開始時期について供述が得られた者二人は、いずれも、「Ａ社の事業

開始は昭和 49年４月であった。」と供述している上、このうち一人は、申立

人が同社の事業開始当初から一緒に勤務していたと供述する者であること、

ⅳ）前記ⅲ）の回答者 11 人のうち、Ａ社に勤務したと供述する者５人につ

いても、申立期間①において同社に勤務していたと供述する者はいないこと

を踏まえると、代表取締役となった同僚の供述は不自然であり、ほかに申立

人が申立期間①において同社に勤務していたことをうかがわせる事情は見

当たらない。 

さらに、事業所名簿によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは昭和 52 年４月１日であり、申立期間①においては同保険の適用事業

所であった形跡が無いところ、前述のとおり、Ｃ社に係る被保険者原票によ

り、申立期間①後に同社で厚生年金保険の被保険者であったことが確認でき

る複数の者が「Ａ社に勤務していた。」と供述していることを踏まえると、

当時、Ａ社に勤務する者をＣ社において同保険に加入させる取扱いがあった

ことはうかがわれるが、この一方で、申立人がＡ社で一緒に勤務していたと

する同僚６人のうち、代表取締役となった同僚を除く５人は、いずれも、申

立期間①についてはＣ社においても同保険の被保険者であった形跡が無い



ほか、同社に係る被保険者原票により、申立期間①において同社で厚生年金

保険の被保険者であったことが確認でき、生存及び所在が確認できた者６人

に照会したところ、回答が得られた４人は、いずれも「私はＣ社に勤務して

おり、Ａ社には勤務したことがない。Ａ社という名前を聞いたことがある程

度で、申立人についても知らない。」と回答しており、申立期間①において

Ａ社に勤務しながらＣ社において同保険に加入していた者を確認すること

はできなかった。 

加えて、代表取締役となった同僚は、「申立期間①については、当時の代

表取締役が、申立人の給与から厚生年金保険料を控除しながら、怠慢により

同保険料を社会保険事務所に納付していなかったのではないか。」と供述し

ているが、Ｄ社の現在の代表取締役に照会したところ、「Ａ社の当時の代表

取締役は私の父であるが、厚生年金保険の加入期間をごまかして届け出たり、

加入させていないのに保険料を給与から控除するようなことをする人物で

はなかった。」と回答しており、ほかに代表取締役となった同僚の供述を裏

付ける事情は見当たらない。 

その上、雇用保険の被保険者記録によれば、申立人の当該事業所におけ

る資格取得日は昭和 49 年４月１日であることが確認でき、これは厚生年金

保険の被保険者資格取得日と合致する。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

２ 申立期間③については、商業登記簿謄本の記録により、申立人が昭和 50

年 10 月７日にＡ社の取締役に就任したことが確認できること、及び申立人

が同社で一緒に勤務したと供述する同僚６人のうち代表取締役となった同

僚が、「申立人は申立期間③において継続して勤務していた。」と供述してい

ることから判断すると、申立人が、申立期間③において同社に勤務していた

ことは推認できる。 

しかしながら、上述のとおり、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは昭和 52 年４月１日であり、申立期間③においても同保険の適用事業

所であった形跡が無い。 

また、当該同僚６人のうち、Ｃ社及びＡ社の被保険者原票により、申立

期間③前後に両社で厚生年金保険の被保険者であったことが確認できる者

は代表取締役となった同僚を含む二人であるところ、これらの者は、いずれ

も、申立期間③において厚生年金保険の被保険者であった形跡が無い上、当

該６人のほか、申立人が「Ａ社の開業当初からのＥ職であり、申立期間③の

給与明細書を作成していた可能性がある。」と供述する者３人についても、

このうち一人は両社において同保険の被保険者であった形跡が無い上、個人

を特定することができないほか、他の二人はいずれも申立期間③において同

保険の被保険者であった形跡が無く、このうち一人は「私は昭和 50 年７月



にＣ社を退社しており、申立期間③においては同社及びＡ社のいずれにも勤

務していなかった。」と供述している。 

さらに、Ａ社に係る被保険者原票により、同社で厚生年金保険の被保険

者であったことが確認できるとともに、生存及び所在が確認できた者５人に

照会したところ、回答が得られた３人のうち１人は、「入社時期は記憶して

いないが、昭和 52年４月１日以前から勤務していたような気がする。」と供

述している一方で、同人は同日以前に厚生年金保険の被保険者であった形跡

が無い上、同人から同日以前の期間において給与から厚生年金保険料を控除

されていたことをうかがわせる供述は得られず、他の二人は、「申立期間③

においては勤務していなかった。」と供述しており、ほかに申立期間③にお

いＡ社に勤務する者をＣ社において同保険に加入させる取扱いがあったこ

とをうかがわせる事情は見当たらない。 

加えて、代表取締役となった同僚は、「私がＡ社の代表取締役となったの

は昭和 52 年４月からであるため、申立期間③における厚生年金保険の取扱

いについては、直接関与しておらず不明であるが、当時の代表取締役が申立

人の給与から厚生年金保険料を控除したにもかかわらず、社会保険事務所に

納付していなかったのだと思う。」と供述しているが、商業登記簿謄本の記

録によれば、同人がＡ社の代表取締役となったのは昭和 50年 10月７日であ

り、申立期間③においては同人が同社の代表取締役であったことが確認でき

る一方で、上述のとおり、同人も申立期間③において厚生年金保険の被保険

者であった形跡が無い上、オンライン記録によれば、同人は申立期間③のう

ち 50年 11月１日から 52年４月１日までの期間において国民年金に加入す

るとともに、その保険料を全て納付していることを踏まえると、同人の供述

は不自然である。 

一方、Ｄ社の現在の代表取締役に照会したところ、「Ａ社は父である当時

のＣ社の代表取締役が設立した会社であったが、設立後あまりたたないうち

に取締役であった者が同社を引き継いで独立したため、以後、Ｃ社は、Ａ社

の経営に関与していない。」と供述しているところ、代表取締役となった同

僚がＡ社の代表取締役となった時点（昭和 50年 10月７日）は、申立人がＣ

社で厚生年金保険の被保険者資格を喪失した時点（昭和 50年 10 月 31日）

とほぼ合致する。  

その上、雇用保険の被保険者記録によれば、申立人のＣ社における離職

日は昭和 50年 10月 31日、Ａ社における資格取得日は 52年４月１日である

ことが確認でき、これは厚生年金保険の被保険者資格得喪日と合致する。 

このほか、申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び③に係る厚生年金保



険料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

４ 申立期間②については、Ｄ社に照会したところ、「当時の資料は廃棄済み

であり、Ａ社の代表取締役でもあった当時のＣ社の代表取締役も、現在事情

を聴けない状態であるため、当時の状況については不明である。」と回答し

ており、申立人の申立期間②における給与支給額及び厚生年金保険料の源泉

控除額について確認することはできなかった。       

また、Ｃ社に係る被保険者原票によれば、申立人がＡ社で一緒に勤務し

たと供述する同僚６人のうち、代表取締役となった同僚を除く５人の申立期

間②における標準報酬月額は７万 2,000円から 11万円であることが確認で

きるほか、同原票により、申立期間②においてＣ社で厚生年金保険の被保険

者であったことが確認できる者 17 人のうち、Ａ社に勤務したと供述する者

５人の申立期間②における標準報酬月額も５万 2,000円から 10万 4,000円

であることが確認できる上、商業登記簿謄本の記録により、申立期間②にお

いて同社の役員であったことが確認できる者４人の当該期間における標準

報酬月額も、代表取締役（Ｃ社の代表取締役でもあった者）が 17 万円であ

るのを除き、他の３人はいずれも 11万円又は 11万 8,000円であることが確

認でき、このうち代表取締役となった同僚も 11 万円と申立人より低額であ

ることを踏まえると、申立人の申立期間②における標準報酬月額（11 万

8,000円及び 13万 4,000円）が特に低額であったとは認められない。 

さらに、当該同僚５人のうち生存及び所在が確認できた者４人に照会し

たところ、回答が得られた二人は、いずれも、「当時支給されていた給与額

と標準報酬月額はほぼ合致している。」と供述しているほか、Ａ社に勤務し

たと供述する前述の被保険者５人のうち当時の給与額について供述が得ら

れた４人も同様に供述しており、ほかに申立期間②において、被保険者原票

で確認できる標準報酬月額よりも高額の報酬が支払われ、当該報酬月額に見

合う厚生年金保険料が源泉控除されていたことをうかがわせる事情は見当

たらない。 

一方、代表取締役となった同僚は、「申立人は申立期間②において 15 万

円の給与を支給され、この金額に見合う厚生年金保険料を源泉控除されてい

たが、当時の代表取締役が、社会保険事務所に正しい届出を行わず、保険料

を減額して納付していたのだと思う。」と供述しているが、Ｄ社の現在の代

表取締役に照会したところ、「Ａ社の当時の代表取締役は報酬月額をごまか

して届け出るようなことをする人物ではなかった。」と回答しており、ほか

に代表取締役となった同僚の供述を裏付ける事情は見当たらない。 

５ 申立期間④については、代表取締役となった同僚に照会したところ、「申

立人は申立期間④において 26 万円の給与を支給され、この金額に見合う厚

生年金保険料を源泉控除されていたが、当時は経営が苦しかったため、はっ



きりとは記憶していないものの昭和 54 年８月頃に、社会保険事務所と相談

して申立人の厚生年金保険料を減額して納付した。」と供述しているものの、

Ａ社に係る申立人の被保険者原票によると、昭和 52 年４月１日に厚生年金

保険被保険者資格を取得してから54年７月31日に同資格を喪失するまで申

立人の標準報酬月額の記録が訂正された形跡は無い。 

また、申立人がＡ社において一緒に勤務したと供述する６人のうち、同

社に係る被保険者原票により、申立期間④において同社で厚生年金保険の被

保険者であったことが確認できる者二人の申立期間④における標準報酬月

額は、それぞれ 15万円、16万円であることが確認できる上、両人の被保険

者原票においても、それぞれ被保険者資格を取得してから同資格を喪失する

まで、標準報酬月額の記録が訂正された形跡は無く、ほかに代表取締役とな

った同僚の供述を裏付ける事情は見当たらない。 

さらに、当該同僚二人のうち代表取締役となった同僚を除く一人に照会

したものの、回答は得られなかったほか、Ａ社に係る被保険者原票により、

申立期間④において同社で厚生年金保険の被保険者であったことが確認で

き、生存及び所在が確認できた者５人に照会したところ、回答が得られた３

人は、いずれも「申立人の給与支給額については分からない。なお、私が当

時支給されていた給与額と標準報酬月額の記録はほぼ合致している。」と供

述しており、これらの者から申立人の申立期間④における給与支給額及び厚

生年金保険料の源泉控除額について確認することはできなかった。 

６ このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の給与

からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間②及び④について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 



北海道厚生年金 事案 3444 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 60年 12月１日から平成７年 12月 31日まで 

昭和 60年 12月１日から平成８年３月 20日までＡ社にＢ職として勤務し

た。 

申立期間においては、当該事業所から手取りで毎月約 40 万円程度の給与

が支給されていたが、年金記録では、16万円から 36万円と低額となってい

る。 

年金記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

 オンライン記録によると、Ａ社は平成 11年５月 17日に厚生年金保険の適用

事業所に該当しなくなっている上、事業主は「当時の関係資料が無く、標準報

酬の算出状況について不明である。」としているほか、当時の事務担当者に照

会したが回答が得られないことから、申立人の標準報酬月額の算出状況につい

て、関連資料及び供述を得ることができない。 

 また、複数の同僚は、「Ｂ職の給与には、主に固定給からなる第一給与と歩

合給からなる第二給与があった。年金記録にある申立期間の私の標準報酬月額

は、第一給与の金額に近いことから、当時、第一給与と第二給与の総額を標準

報酬月額とするのではなく、固定給である第一給与のみを標準報酬月額として

社会保険事務所（当時）に届けていたと思う。」と供述している。 

 さらに、申立人は、「昭和 60年 12月に入社し、それから３年後ぐらいにＢ

職長となり、固定給となった。Ｂ職長の固定給は、37万円から 38万円ぐらい

で、手取り 30 万円ぐらいであったことから、歩合給制のＢ職よりも給与が低

かった。このため、Ｂ職長を辞めて、歩合給制のＢ職に戻った。」と供述して

いるところ、オンライン記録によると、申立人は、Ｂ職長を務めていたとみら



れる平成２年８月から４年２月までの標準報酬月額が32万円から36万円であ

るのに対し、その前後の期間の標準報酬月額が 17万円から 18万円となってい

ることから、固定給が高額であったとする時期は報酬月額に見合った標準報酬

月額となっていることが推認でき、上記の同僚の供述と符合する。 

 加えて、申立人と同じＢ職の同僚は、申立人と同じく、「標準報酬月額に係

る年金記録は、実際に支給されていた報酬月額よりも低額となっている。」と

しているものの、この同僚が所持する平成７年分給与所得の源泉徴収票による

と、同源泉徴収票に記載されている社会保険料等控除額から推認される厚生年

金保険料控除額は、年金記録にある当該期間の標準報酬月額に相当する厚生年

金保険料控除額と一致していることが確認できる。 

 このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が、申立期間においてその主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



北海道厚生年金 事案 3445 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正２年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 21年６月 15日から 26年３月 20日まで  

    厚生年金保険の加入記録を確認したところ、昭和 26年３月 20日にＡ社Ｂ

工場で厚生年金保険の被保険者資格を取得した記録となっているが、同社に

は復員後の 21年６月 15日から 43年 12月 31日まで勤務しており、申立期

間における加入記録が確認できない。 

厚生年金保険料が給与から控除されていたことが確認できる給与明細書

等は無いが、申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の子が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｃ社（当時は、Ａ社）が発行した創業 65周年・創立 50周年記念誌から判断

すると、申立人は、申立期間においてＡ社に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなって

いる上、商業登記簿により、平成４年７月７日に登記が閉鎖されていることが

確認できるとともに、申立期間当時の事業主も既に死亡しており、解散時の事

業主は、「関係資料が無く、当時の状況は不明である。」と供述していることか

ら、申立人の申立期間における厚生年金保険の適用及び厚生年金保険料控除の

状況について確認することができない。 

また、申立人は、当時の同僚として二人の名前を挙げているが、当該同僚は

いずれも死亡していることが確認できるものの、上記の記念誌及びオンライン

記録により、当該同僚二人のうち、復員後の再入社日が特定できない一人を除

く他の一人については、Ａ社の入社日から９か月を経過した後に同社における



厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる。 

さらに、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保

険者名簿」という。）により、申立期間において被保険者資格を取得している

ことが確認できる者のうち、生存及び所在が確認できた３人に照会し、全員か

ら回答が得られたものの、いずれも申立人の記憶がなく、申立人の申立期間に

おける厚生年金保険の適用及び厚生年金保険料控除をうかがわせる供述が得

られなかった。 

   加えて、厚生年金保険被保険者索引票により、申立人の厚生年金保険被保険

者記号番号は、申立人がＡ社Ｂ工場における厚生年金保険被保険者資格を取得

した昭和 26年３月 20日に払い出されていることが確認できる上、申立人に係

る厚生年金保険被保険者台帳、同社同工場に係る被保険者名簿及びオンライン

記録において、申立人の加入記録が遡及して訂正されているなどの処理が行わ

れた形跡も無い。 

なお、事業所索引簿及びオンライン記録により、Ａ社Ｂ工場と同様、同社の

現場工場であった同社Ｄ工場が申立期間当時に厚生年金保険の適用事業所に

該当していたことが確認できることから、同社同工場に係る被保険者名簿を確

認したものの、申立期間において、申立人の厚生年金保険の加入記録は確認で

きず、一方、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



北海道厚生年金 事案 3446（事案 1186の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年９月８日から 37年３月１日まで 

申立期間においてＡ社Ｂ支社Ｃ事業所（現在は、Ｄ事業所）のＥ作業所に

Ｆ作業員として勤務していたが、社会保険事務所（当時）の記録によると、

当該期間は健康保険の加入記録があるだけで、厚生年金保険の加入記録が確

認できないことから、申立期間について、厚生年金保険の被保険者であった

ことを認めてほしいと申立てしたところ、年金記録の訂正が認められなかっ

た。 

しかし、年金記録確認第三者委員会から通知を受け取った後、申立期間当

時の労働組合の役員から、「当時、非常勤職員を含めた全従業員を厚生年金

保険に加入させる旨の労働協約等が締結されていた。」とする新たな供述が

得られたので、再度調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）Ａ社Ｂ支社は、「申立期間当時の関

係資料は無い。」としており、申立人の厚生年金保険の適用状況について確認

できないこと、ⅱ）Ｃ事業所は、昭和 29 年４月１日に厚生年金保険の適用事

業所となっているが、翌年の 30年 11月１日には、健康保険だけを適用できる

任意包括適用事業所の適用も受けていることから、事業主は、同事業所の作業

員の厚生年金保険の適用について、配属先、雇用形態及び身分等の何らかの基

準により、作業員ごとに厚生年金保険及び健康保険に加入させる作業員と健康

保険だけに加入させる作業員とに分けて判断していたものと推測されること、

ⅲ）同事業所の任意包括適用事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

（以下「任包被保険者名簿」という。）から、申立期間を含む 36年４月１日か

ら 37年３月 31日までの期間において、申立人と同じ期間雇用者とみられる者



166 人（申立人を含む。）が健康保険だけに加入し、厚生年金保険には加入し

ていないことが確認できること、ⅳ）申立人が同事業所Ｅ作業所の同職種の同

僚として名前を挙げた者５人のうち４人は、オンライン記録において申立期間

に係る厚生年金保険の加入記録が確認できず、健康保険だけの加入となってい

る上、他の一人については、申立期間における厚生年金保険の加入記録が確認

できるものの、当該同僚の職種はＧ職であり、申立人の職種とは異なっている

こと、ⅴ）同事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険

者名簿」という。）において、申立期間に係る昭和 36年度に厚生年金保険の被

保険者資格を取得していることが確認できる者 10 人に照会したところ、回答

が得られた６人は、いずれも申立人とは異なる配属先の勤務であったとしてお

り、申立人と同じ同事業所Ｅ作業所に勤務していたとする作業員が確認できな

い一方、同事業所の任包被保険者名簿において、36 年度に健康保険だけの被

保険者資格を取得していることが確認できる者 10 人に照会し、回答が得られ

た４人のうち２人は、申立人と同じ同事業所Ｅ作業所に勤務するＦ作業員であ

ることが確認できること、ⅵ）同事業所に係る被保険者名簿を確認したが、申

立期間において、申立人の厚生年金保険の加入記録は確認できず、一方、同名

簿において健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落し

たものとは考え難いこと等を理由として、既に当委員会の決定に基づき、平成

21年８月 11日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、「第三者委員会からの通知を受け取った後、申立期間当時

の労働組合の役員から、『当時は、非常勤職員を含む全従業員を厚生年金保険

に加入させる旨の労働協約等が締結されていた。』とする新たな供述が得られ

たので、再度調査してほしい。」として当委員会に再申立てしている。 

しかしながら、Ａ社Ｂ支社は、「申立期間当時、事業所ごとに労働協約等を

締結することは可能であったが、申立てに係る労働協約等が締結されていた事

実を確認できる資料は無い。また、当時は、Ａ社通知に基づき、Ｈ作業員以外

の作業員については、採用の都度、各作業員に厚生年金保険に加入するか否か

について確認することとしていたことから、これら作業員を含む職員全員を雇

用保険、健康保険及び厚生年金保険に強制的に加入させる旨の労働協約等が締

結されていたとは考え難い。」と回答している。 

また、申立人が申立期間当時のＡ社労働組合Ｅ事業所分会（当時）の役員と

して名前を挙げた者は、「当時、事業所は、採用した非常勤職員に対して健康

保険だけに加入するのか、又は厚生年金保険にも加入するのかについて意思を

確認していた。一方、労働組合では、非常勤職員を含む全従業員について、雇

用保険、健康保険及び厚生年金保険を強制適用するよう事業所に申し入れを行

うとともに、非常勤職員に対しては、健康保険だけの加入ではなく、できるだ

け厚生年金保険にも加入するよう指導していたと記憶している。しかし、労働

協約等の文書については、事業所と取り交わしていないと思う。」と回答して



いる上、Ａ社労働組合Ｉ地方本部では、「申立てに係る労働協約等について確

認できる資料は無い。」と回答していることから、申立期間当時、Ｃ事業所が

非常勤職員を含めた全職員について厚生年金保険に加入させる取扱いを行っ

ていたことを確認することができない。 

さらに、Ｃ事業所に係る被保険者名簿、任包被保険者名簿及び同原票により、

昭和 35年度から 37年度までの期間に被保険者記録があり、かつ同事業所に反

復雇用されていることが確認できる者のうち、申立期間に係る 36 年度に厚生

年金保険の加入記録が無い者が 22 人確認できるが、これら全員が、申立人と

同様、同年度については健康保険だけに加入していることが確認できるところ、

当該 22 人のうち、生存及び所在が確認できた者で当初申立て時において照会

した者を除く５人に照会し、回答が得られた３人のうち１人は、「申立期間当

時、私は厚生年金保険には加入せず、健康保険だけに加入していた。」と供述

している上、他の二人からは、申立期間において厚生年金保険料が給与から控

除されていたことをうかがわせる供述が得られなかった。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、Ｃ事

業所においては、申立期間当時、非常勤職員を含む全職員について、一律に厚

生年金保険に加入させる取扱いを行っていたとは考え難いことから、申立人の

主張は、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、その

ほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことか

ら、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



北海道厚生年金 事案 3447 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50年 10月 26日から 51年５月１日まで 

Ａ社が昭和 50年 10月に倒産したので、Ｂ地方裁判所に会社更生法の申請

を行い、会社更生法の手続が廃止決定となるまで、Ｃ業務を行っていた。そ

の期間中にＤ業務も担当していたが、事務所名の変更、厚生年金保険の被保

険者資格喪失及び再取得手続きを行った記憶等はないので、申立期間につい

て、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ社は、商業登記簿謄本によると、昭和 55 年６月＊日に裁判所の破産宣告

を受けた後、平成６年７月＊日に破産廃止決定が確定している上、当時の事業

主及び財産管理人も既に死亡していることから、申立人の申立期間における勤

務状況及び厚生年金保険の適用状況について確認できない。 

また、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 50年 10月 26日に厚生年金

保険の適用事業所に該当しなくなった後、51 年５月１日付けで再度厚生年金

保険の適用事業所に該当しており、申立期間は適用事業所でなかったことが確

認できる。 

さらに、申立期間の前後で、Ａ社において厚生年金保険の被保険者資格が確

認でき、生存及び所在が確認できた同僚４人に照会したところ、３人から回答

が得られたが、そのうち二人は「申立期間中もＡ社の倒産に伴うＣ業務に当た

っていた。」と供述しているものの、そのうちのＥ業務担当課長であった一人

は「申立期間当時、社員は一斉に退職し、その間、私と申立人を含む数人の社

員は、失業給付を受けながらＣ業務をしていたので、厚生年金保険に加入して

いるはずはない。」と供述している。 

加えて、申立人の雇用保険の加入記録によると、申立人は、Ａ社において昭



和 49 年４月１日に被保険者資格を取得し、50 年 10 月 25 日に離職しており、

申立期間は失業給付を受けていることが確認できる上、再度 51 年５月１日に

同社において同保険の資格を取得しており、当該記録はオンライン記録と一致

する。 

その上、申立期間において、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人も、同

保険料が給与から控除されていたことに関する具体的な記憶はない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3448 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 21年生 

        住    所  ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年６月１日から 48年６月１日まで 

 昭和47年４月１日から48年６月１日までＡ社Ｂ支店でＣ部門の正社員と

して勤務していたが、オンライン記録では、申立期間が厚生年金保険の未加

入期間となっている。47 年＊月＊日には長男が生まれ、勤務先から病院に

行ったことを記憶しており、勤務していたのは間違いないので、申立期間の

厚生年金保険の加入記録が無いことに納得できない。申立期間について、厚

生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の具体的な供述、複数の同僚の供述及び申立人の雇用保険の加入記録

から、勤務の最終時期は特定できないものの、申立人が申立期間において、Ａ

社Ｂ支店に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、当該事業所の継承事業所であるＤ社は、「当時の人事記録等

の資料が残っていないため詳細は不明である。」と回答しており、申立人の申

立期間に係る勤務状況及び厚生年金保険の適用状況について確認できない。 

また、オンライン記録により、申立期間当時にＡ社Ｂ支店で厚生年金保険の

被保険者記録が確認できる 24人のうち、申立人を含む 17人が昭和 47年６月

1日に同社同支店において、厚生年金保険被保険者資格を喪失していることが

確認でき、いずれの者も申立期間において同社における厚生年金保険の被保険

者資格を再取得したものはいない。 

さらに、上記 24人のうち、申立人を除く生存及び所在が確認できた 15人に

照会し、10 人から回答が得られたものの、そのうちの９人が「Ｅ地区のＦ事

業所に勤務していた。」と供述しており、当該９人全員が昭和 47 年６月１日

に当該事業所で厚生年金保険の被保険者資格を喪失していることが確認でき、



他の一人はそれ以降も同被保険者資格が継続しているものの、｢私は、Ｇ業務

をしており、事業所のことは分からない。｣と供述している。 

加えて、上記９人のうち１人は、「Ｈ部門で新会社を設立するため、身分上

は会社を移籍することになる。健康保険については国民健康保険に加入し、通

院した場合の自己負担分は会社が負担する、と言われた記憶がある。」と供述

しており、他の一人は、「厚生年金保険の加入記録が欠落しているのは、所属

する会社がＨ部門である事業所に移った者の社会保険の加入を止めたという

ことだと思う。」と供述している。 

その上、申立人の雇用保険の加入記録では、当該事業所を昭和 47 年 10 月

20 日に離職していることが確認できるところ、同年６月１日に当該事業所に

おいて厚生年金保険の被保険者資格を喪失している者で雇用保険の加入記録

が確認できた３人は、いずれも申立人と同様の記録となっている。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3449 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 23年生 

        住    所  ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年２月 10日から同年 11月 20日まで 

             ② 昭和 44年 11月 20日から 46年８月 26日まで 

申立期間①については、Ａ社にＢ職として勤務したが、厚生年金保険の加

入記録が無い。申立期間②については、Ｃ社に勤務したが厚生年金保険の加

入記録が無い。勤務していたのは間違いないので、申立期間①及び②につい

て、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、「Ｄ県Ｅ市に所在のＡ社に勤務していた。」

と主張している。 

  しかしながら、商業登記簿謄本により確認できるＡ社の所在地はＤ県Ｆ市

であるとともに、同社の住所の変更は確認できず、一方、オンライン記録に

記録されている同名称のＡ社の所在地は、同県Ｇ市となっており、申立人が

主張する事業所を特定できない。 

また、申立人は、Ａ社の事業主の姓のみ記憶しているところ、オンライン

記録により、同名称のＡ社をはじめ、類似の名称の事業所においても、申立

人が記憶する事業主の姓及び申立人の氏名は確認できない。 

さらに、申立人は、Ａ社における同僚の氏名を記憶しておらず、これらの

者から、申立人の同社における勤務状況や厚生年金保険の適用について確認

することができない。 

２ 申立期間②について、申立人は、「Ｃ社に勤務していた。」と主張している。 

しかしながら、Ｃ社は、「当時の資料は残っておらず、申立人の勤務状況

や厚生年金保険の適用状況については不明である。」と回答しており、申立

人の申立期間②における勤務状況及び厚生年金保険の適用状況について確



認できない。 

また、申立人の雇用保険の加入記録によると、昭和 44 年６月６日から同

年９月２日まで、当該事業所において加入が確認できるところ、オンライン

記録により、当該期間及び申立期間②において、当該事業所で厚生年金保険

の被保険者資格が確認でき、生存及び所在が確認できた 12 人に照会したと

ころ、９人から回答が得られたものの、いずれの者も「申立人についての記

憶はない。」と供述しており、申立人の当該期間及び申立期間②における勤

務状況、厚生年金保険の適用状況について確認できない。 

さらに、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、昭和 44

年６月から同年９月までの期間及び申立期間②において申立人の氏名は無

く、一方、整理番号に欠番も無いことから、申立人の記録が欠落したとは考

え難い。 

３ 申立期間①及び②について、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人も

同保険料が給与から控除されていたことに関する具体的な記憶はない。 

    このほか、申立人の両申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3450 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

                    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年４月１日から同年９月１日まで 

昭和 52 年４月１日にＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店から同社本店Ｄ部Ｅ課

に異動しているが、年金記録では標準報酬月額が減額となっている。 

異動時に昇格昇給もあり、給与の減額は考えられないので、年金記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 52 年４月１日に、Ａ社Ｃ支店から同社本店へ転勤した際、

昇格昇給しているにもかかわらず、年金記録では、標準報酬月額が５か月間減

額された記録となっているので、年金記録を訂正してほしい。」と主張してい

る。 

しかしながら、Ｂ社は、「当時の資料が無いので、申立内容に係る詳細な事

実については不明。」と回答しており、申立人の申立ての事実に係る関連資料

及び具体的な回答を得ることができなかった。 

また、Ｂ社から提出された職員名簿によると、申立人は、当該異動によりＦ

職から本店のＧ職へ異動したことが確認できるところ、同社は、「社員の転勤

時に係る標準報酬月額の社会保険事務所（当時）への届出は、時間外勤務手当

などの変動する手当を除いた報酬月額を届出しており、Ｆ職及び本店のＧ職は

時間外勤務手当の支給対象者である。」と回答している。 

さらに、オンライン記録によると、申立人の標準報酬月額は、当該異動前の

Ａ社Ｃ支店において 24万円であったものが、昭和 52年４月１日の同社本店へ

異動した際、22万円に減額され、同年９月１日の随時改定により 26万円に増

額されていることが確認できるところ、健康保険厚生年金保険被保険者原票及

びオンライン記録により、同年４月１日に異動により同社本店で厚生年金保険



被保険者資格を取得したことが確認できた者 31 人（申立人を含む。）のうち

17人の標準報酬月額が減額となり、そのうち 13人の標準報酬月額が同年９月

１日に随時改定により増額していることが確認できるとともに、これら 13 人

以外に 52 年の前後５年間に同社本店に異動した複数の者の標準報酬月額が同

社本店への異動時に一旦減額され、その後、随時改定により増額されているこ

とから、上記同社の回答と符合し、申立人の標準報酬月額のみが同僚の取扱い

と異なり低額であるという事情は見当たらない。 

加えて、申立人のＡ社本店に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録

はオンライン記録と合致しており、遡って訂正された形跡も無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 3451 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 31年生 

        住    所  ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年８月 27日から 52年１月１日まで 

    申立期間において、Ａ町にあったＢ社で勤務していたにもかかわらず、厚

生年金保険の加入記録が無いのはおかしいので、申立期間について、厚生年

金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

     申立期間について、申立人は、Ａ町に所在するＢ社に勤務していたと主張し

ている。 

しかしながら、当該事業所は、オンライン記録及び事業所名簿において厚生

年金保険の適用事業所であったことが確認できない上、商業登記簿においても、

Ａ町において当該事業所は確認できない。 

     また、申立人は、Ｂ社における同僚の氏名を記憶しておらず、申立人の同社

における勤務状況や厚生年金保険の適用について確認することができない。 

さらに、申立人の雇用保険の加入記録によると、申立人は、申立期間とは異

なる昭和 60年６月 15 日から同年 12月３日まで、Ｃ市に所在するＢ社で勤務

していたことが確認できるところ、同社の事業主は、「申立人は確かに半年ぐ

らい当社で勤務していたが、当社は個人事業であり、厚生年金保険の適用事業

所ではなかった。」と回答している。 

    加えて、申立期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人も保険

料が控除されていたことに関する具体的な記憶がない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 



 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 


